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第 1 包括外部監査の概要 

 
１  選 定 し た 特 定 の 事 件 （ テ ー マ ）  

 
下 水 道 事 業 の 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 に つ い て  

 
２  事 件 （ テ ー マ ） を 選 定 し た 理 由  

 
岐 阜 市 は 、「 岐 阜 市 行 財 政 改 革 プ ラ ン （ 令 和 2 年 〜 6 年 度 ）」 に お い て 、 重 点 取 組

事 項 と し て 、 公 営 企 業 の 経 営 健 全 化 の 推 進 を 掲 げ て い る が 、 下 水 道 事 業 会 計 の 総 資
産 は 1,000 億 円 超 で あ り 、 収 益 も 60 億 円 超 と 、 一 般 会 計 予 算 規 模 と 比 し て も 多 額
で 、 ま た 近 年 の 決 算 で は 、 営 業 損 失 の 計 上 を 余 儀 な く さ れ る 厳 し い 状 況 と な っ て い
る 。  

下 水 道 は 、市 民 生 活 の 営 み に 深 く 関 係 す る 重 要 な ラ イ フ ラ イ ン で あ り 、 こ れ に 関
連 す る 下 水 道 事 業 の 予 算 金 額 も 大 き い 。  

ま た 、 岐 阜 市 の 下 水 道 事 業 は 、 地 方 公 営 企 業 法 の 適 用 を 受 け 地 方 公 営 企 業 と し て
経 営 し て い る 事 業 で あ る 。  

そ の た め 、 受 益 者 負 担 及 び 独 立 採 算 を 原 則 と し た 事 業 運 営 が 求 め ら れ 、 経 済 的 、
効 率 的 か つ 安 定 し た 事 業 運 営 が な さ れ て い る か は 、 市 民 の 重 要 な 関 心 事 と な っ て い
る 。  

加 え て 、岐 阜 市 の 下 水 道 管 は 昭 和 40 年 代 後 半 か ら 平 成 10 年 代 後 半 に 整 備 の 多 く
が 行 わ れ て い る 。 今 後 、 耐 用 年 数 で あ る 50 年 を 経 過 す る 管 渠 の 増 加 が 見 込 ま れ て
お り 、 破 損 に よ る 閉 塞 や 道 路 の 陥 没 な ど が 危 惧 さ れ る と こ ろ で あ る 。 さ ら に 、 下 水
処 理 場 に つ い て は 、 市 内 ４ つ の プ ラ ン ト の う ち 、 北 部 プ ラ ン ト 及 び 南 部 プ ラ ン ト が
供 用 開 始 か ら 既 に 50 年 以 上 が 経 過 す る な ど 、 岐 阜 市 の 下 水 道 事 業 の 継 続 に あ た っ
て は 、 計 画 的 な 施 設 の 更 新 、 施 設 規 模 の 最 適 化 や 災 害 に 対 す る 強 靭 化 が 求 め ら れ て
い る 。  

こ の よ う に 下 水 道 事 業 は 、 岐 阜 市 に と っ て 重 要 性 の 高 い 施 策 で あ り 、 当 該 事 業 を
対 象 と し て 監 査 を 実 施 す る こ と は 大 き な 意 義 が あ る と 判 断 し 、「 下 水 道 事 業 の 財 務
に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 に つ い て 」 を テ ー マ と し て 選 定 し た 。 

 
３  外 部 監 査 の 対 象 部 署  

 
上 下 水 道 事 業 部  
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４  外 部 監 査 の 対 象 期 間  
 

令 和 ６ 年 度（自 ： 令 和 ６ 年  4 月  1 日  至 ： 令 和 ７ 年  3 月  31 日）  
た だ し 、 必 要 が あ る と 判 断 し た 場 合 に は 、 令 和 ５ 年 度 以 前 に 遡 り 、 ま た 、 一 部 令

和 ７ 年 度 に つ い て も 対 象 と し た 。  
 
５  外 部 監 査 の 方 法  
 
（ １ ） 監 査 の 主 な 要 点  

 
①  合 規 性 の 視 点  

下 水 道 事 業 に 関 す る 財 務 事 務 は 地 方 公 営 企 業 法 、地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 、岐 阜
市 が 定 め る 条 例 そ の 他 の 法 令 等 及 び そ の 趣 旨 に 従 い 適 切 に 行 わ れ て い る か 。  

②  有 効 性 ・ 効 率 性 ・ 経 済 性 等 の 視 点  
下 水 道 事 業 に 係 る 財 務 事 務 が 、有 効 性・効 率 性・経 済 性 の 観 点 か ら 、合 理 的 か

つ 適 切 に 行 わ れ て い る か 。  
 
（ ２ ） 主 な 監 査 手 続  
 

①  関 係 法 令 、 条 例 、 規 則 、 規 程 等 の 確 認  
②  関 連 資 料 の 閲 覧  
③  担 当 者 へ の 状 況 聴 取  
④  質 問 書 の 回 答 入 手 及 び 内 容 分 析  
⑤  管 理 台 帳 の 閲 覧 、 必 要 に 応 じ て 関 連 資 料 と 照 合  

 
６  外 部 監 査 人 を 補 助 し た 者  
 

公 認 会 計 士 ・ 税 理 士   矢 野 厚 登  
公 認 会 計 士 ・ 税 理 士   冨  孝 史  
公 認 会 計 士 ・ 税 理 士   古 川 有 樹  
公 認 会 計 士 ・ 税 理 士   弓 削 幸 恵  
公 認 会 計 士       河 邉 丹 理  
公 認 会 計 士 試 験 合 格 者  水 野 善 裕  
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第２ 下水道事業の概要 

 
１  下 水 道 事 業 者 と し て の 役 割  
 

下 水 道 法 で は 下 水 道 事 業 者 の 役 割 と し て そ の 目 的 を 「 流 域 別 下 水 道 整 備 総 合 計 画 の
策 定 に 関 す る 事 項 並 び に 公 共 下 水 道 、 流 域 下 水 道 及 び 都 市 下 水 路 の 設 置 そ の 他 の 管 理
の 基 準 等 を 定 め て 、 下 水 道 の 整 備 を 図 り 、 も っ て 都 市 の 健 全 な 発 展 及 び 公 衆 衛 生 の 向
上 に 寄 与 し 、 あ わ せ て 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。」（ 下 水 道 法
第 1 条 ） と 規 定 し て い る 。  
 
２  下 水 道 事 業 の 沿 革  
 

岐 阜 市 の 下 水 道 は 、 昭 和 ９ 年 ７ 月 に 、 当 時 で は 画 期 的 な 汚 水 と 雨 水 を 分 け て 処 理 す
る 分 流 式 下 水 道 を 日 本 で 最 初 に 採 用 し 、旧 市 街 地 490ha を 対 象 と し て 着 工 し た 。昭 和
12 年 7 月 に は 下 水 処 理 場（ 現 中 部 プ ラ ン ト ）が 処 理 を 開 始 し 、当 時 の 東 京 市 、名 古 屋
市 、 京 都 市 、 豊 橋 市 に 次 ぐ 国 内 ５ 番 目 の 下 水 処 理 場 を 有 す る 都 市 と な っ た 。 そ の 後 、
昭 和 18 年 ３ 月 ま で に 約 300 万 円 を 投 じ 、 中 部 処 理 区 が 完 成 し た 。  

昭 和 20 年 に は 戦 災 に よ り 大 き な 被 害 を 受 け た が 、戦 災 復 興 事 業 と し て 昭 和 26 年 ま
で に 復 旧 を 完 了 し 、翌 昭 和 27 年 か ら は 一 部 区 域 の 拡 大 を 図 り 、昭 和 38 年 ま で に 741ha
の 整 備 が 完 了 し た 。  

こ れ と 前 後 し 、昭 和 37 年 に は 、戦 後 特 に 住 居 地 区・文 教 地 区 と し て 著 し く 発 展 し て
い た 長 良 川 以 北 の 地 域 を 対 象 と し た 北 部 処 理 区 の 整 備 事 業 に 着 工 し 、 北 部 プ ラ ン ト が
昭 和 41 年 7 月 に 一 次 処 理 、昭 和 43 年 5 月 に 二 次 処 理 を 開 始 、汚 水 中 継 施 設 と し て 則
武 ポ ン プ 場 が 平 成 ２ 年 ４ 月 に 稼 働 を 開 始 し た 。  

ま た 、 県 庁 を 中 心 に 急 速 に 市 街 化 し つ つ あ っ た 南 部 地 域 を 対 象 と し た 南 部 処 理 区 は 、
昭 和 45 年 に 整 備 事 業 に 着 工 し 、南 部 プ ラ ン ト が 昭 和 48 年 6 月 に 処 理 を 開 始 、汚 水 中
継 施 設 と し て 須 賀 ポ ン プ 場 が 昭 和 61 年 4 月 に 稼 働 を 開 始 し た 。  

平 成 10 年 に は 、 北 西 部 地 域 を 対 象 と し た 北 西 部 処 理 区 の 整 備 事 業 に 着 工 、 平 成 14
年 12 月 に 木 田・七 郷・合 渡 地 区 の 一 部 を 供 用 開 始 し 、北 西 部 プ ラ ン ト が 平 成 16 年 ２
月 に 処 理 を 開 始 し た 。  

流 域 関 連 公 共 下 水 道 で は 、 昭 和 59 年 に は 旧 市 街 地 に 隣 接 し 市 街 化 の 進 ん で い た 長
森 ・ 日 野 地 区 を 東 部 第 １ 処 理 分 区 及 び 東 部 第 ２ 処 理 分 区 、 平 成 元 年 に は 宅 地 開 発 等 が
進 ん で い た 芥 見 ・ 岩 地 区 を 芥 見 処 理 分 区 、 平 成 ７ 年 に は 前 年 に 市 街 化 区 域 へ 編 入 さ れ
た 南 西 部 地 区 を 日 置 江 処 理 分 区 、 さ ら に 平 成 19 年 に は 住 宅 団 地 や 住 居 系 の 地 域 が あ
る 藍 川・三 輪 地 区 を 北 東 部 処 理 分 区 と し て 順 次 着 工 し 、平 成 3 年 4 月 に 東 部 第 １・東
部 第 ２ 処 理 分 区 、平 成 ４ 年 ３ 月 に 芥 見 処 理 分 区 、平 成 9 年 ３ 月 に 日 置 江 処 理 分 区 、 平
成 23 年 ３ 月 に 北 東 部 処 理 分 区 の 供 用 を 開 始 し た 。ま た 、平 成 18 年 1 月 に は 羽 島 郡 柳
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津 町 と の 合 併 に 伴 い 、平 成 7 年 ４ 月 よ り 順 次 供 用 を 開 始 し て い た 柳 津 東 、柳 津 西 、 佐
波 、 高 桑 の ４ つ の 処 理 分 区 が 編 入 さ れ た 。  

汚 水 処 理 に 伴 い 永 続 的 に 発 生 す る 下 水 汚 泥 を 有 効 活 用 す る 取 り 組 み と し て 、 平 成 ６
年 か ら 汚 泥 焼 却 灰 か ら 製 造 し た 焼 成 れ ん が の 販 売 （ 現 在 製 造 、 販 売 共 に 終 了 ） を 開 始
し た が 、 平 成 20 年 か ら れ ん が に 代 わ る 新 た な 取 り 組 み と し て 、 汚 泥 焼 却 灰 か ら 希 少
資 源 で あ る 「 り ん 」 を 回 収 す る 施 設 の 建 設 に 着 手 し 、 平 成 21 年 度 末 に 完 成 し た 。 ま
た 、 ３ 県 １ 市 （ 愛 知 県 ・ 岐 阜 県 ・ 三 重 県 ・ 名 古 屋 市 ） が 策 定 し た 伊 勢 湾 特 定 水 域 高 度
処 理 基 本 計 画 や 、 岐 阜 県 が 策 定 し た 木 曽 川 及 び 長 良 川 流 域 別 下 水 道 整 備 総 合 計 画 を 受
け 、 全 プ ラ ン ト で 高 度 処 理 を 導 入 し て い る 。  

こ の ほ か 、 市 街 地 の 浸 水 被 害 を 解 消 す る た め 雨 水 事 業 に よ り 市 内 各 排 水 区 に お い て
雨 水 渠 の 整 備 を 進 め て お り 、 中 部 排 水 区 で は 昭 和 57 年 ４ 月 に 伊 奈 波 貯 留 槽 、 平 成 26
年 11 月 に 梶 川 町 貯 留 槽 が 開 始 、ま た 北 部 排 水 区 で は 平 成 16 年 か ら 雄 総 排 水 ポ ン プ 場
に 着 工 し 、 平 成 19 年 度 末 に 完 成 し た 。  
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３  下 水 道 事 業 の 経 営 状 況  
 
（ １ ） 下 水 道 事 業 の 財 政 状 態 の 推 移  

令 和 ２ 年 度 〜 令 和 ６ 年 度 の 貸 借 対 照 表 の 推 移 は 次 の と お り で あ る 。  
 

（単位：百万円）※単位未満切捨
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

資産の部
固定資産

有形固定資産
7,721 7,722 7,725 7,725 7,725

建物 17,165 17,169 17,169 17,140 17,128
減価償却累計額 △ 4,956 △ 5,252 △ 5,545 △ 5,823 △ 6,098
差引:建物簿価 12,208 11,916 11,623 11,317 11,029
構築物 140,516 142,074 144,036 145,327 146,602
減価償却累計額 △ 57,395 △ 59,914 △ 62,445 △ 65,011 △ 67,590
差引:構築物簿価 83,120 82,160 81,590 80,316 79,011
機械及び装置 28,714 28,801 28,843 30,938 31,400
減価償却累計額 △ 18,132 △ 18,840 △ 19,627 △ 20,015 △ 20,951
差引:機械及び装置簿価 10,582 9,961 9,215 10,922 10,449
車両運搬具 25 24 24 22 22
減価償却累計額 △ 22 △ 22 △ 22 △ 20 △ 20
差引:車両運搬具簿価 2 2 1 1 2
工具、器具及び備品 163 170 148 156 165
減価償却累計額 △ 131 △ 134 △ 77 △ 82 △ 94
差引:工具、器具及び備品簿価 32 35 70 73 70
建設仮勘定 409 851 1,547 872 1,500
有形固定資産合計 114,077 112,650 111,774 111,229 109,789

無形固定資産
施設利用権 3,389 3,361 3,320 3,300 3,257
電話加入権 0 0 0 0 0
無形固定資産合計 3,390 3,361 3,320 3,300 3,257

投資その他の資産
出資金 3 3 3 3 3
投資その他の資産合計 3 3 3 3 3

固定資産合計 117,471 116,015 115,098 114,533 113,050
流動資産

現金預金 2,833 2,268 2,198 2,075 1,021
未収金 1,108 996 1,039 1,024 1,260
貸倒引当金 △ 27 △ 24 △ 22 △ 20 △ 15
差引:未収金簿価 1,081 971 1,017 1,004 1,244
貯蔵品 7 6 4 2 1
前払金 228 634 74 348 308
流動資産合計 4,150 3,882 3,295 3,430 2,575

資産合計 121,621 119,897 118,394 117,963 115,626

土地
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（ ２ ） 下 水 道 事 業 の 経 営 成 績 の 推 移  
令 和 ２ 年 度 〜 令 和 ６ 年 度 の 損 益 計 算 書 の 推 移 は 次 の と お り で あ る 。  
 

 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円）※単位未満切捨
区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

営業収益 6,275 6,289 6,241 6,144 6,371
 下水料金 5,904 5,938 5,894 5,796 6,028
 雨水処理負担金 331 327 322 321 318
 受託工事収益 17 1 2 8 10
 他会計負担金 1 1 0 − −
 その他の営業収益 20 20 22 17 14
営業費用 6,723 6,968 7,061 6,986 7,380
 管渠維持費 288 338 314 273 325
 ポンプ場費 12 12 9 10 9
 処理場費 1,468 1,523 1,732 1,620 1,771
 水質管理費 40 40 41 44 46
 受託工事費 9 14 1 2 15
 業務費 238 244 242 252 264
 総係費 250 289 226 211 228
 普及促進費 14 15 13 9 10
 負担金事務費 38 34 31 36 44
 流域下水道維持管理負担金 647 644 631 638 705
 減価償却費 3,668 3,767 3,793 3,824 3,938
 資産減耗損 44 41 18 59 19
 その他営業費用 0 1 2 2 1
営業損益 △ 448 △ 678 △ 820 △ 842 △ 1,009
営業外収益 2,064 2,013 2,021 2,104 2,102
 受取利息及び配当金 0 0 0 0 0
 一般会計補助金 493 365 368 408 342
 長期前受金戻入 1,556 1,631 1,639 1,676 1,740
 雑収益 13 16 14 19 19
営業外費用 932 836 761 707 669
 支払利息及び企業債取扱諸費 910 824 743 685 643
 雑支出 22 12 18 21 26
経常利益 682 499 439 554 423
特別利益 2 − − − −
 固定資産売却益 2 − − − −
当年度純利益 685 499 439 554 423
その他未処分利益剰余金変動額 608 592 685 499 439
当年度未処分利益剰余金 1,293 1,092 1,125 1,054 863
出典：岐阜市下水道事業会計決算書（令和２年度〜令和６年度）
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第３ 包括外部監査の結果  

 
指 摘 及 び 意 見 は 、 以 下 の と お り で あ る 。 指 摘 2 個 、 意 見 21 個 と な っ た 。  

 

番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

１  総 合  
 

78 ●   ＜ 更 新 投 資 縮 減 効 果 の 算 定 に つ い
て ＞  

第 1 期 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 計
画 の シ ナ リ オ 選 択 を 基 礎 と し て 施
設 設 備 更 新 計 画 の 基 本 方 針 が 決 定
さ れ 、 当 該 基 本 方 針 に も と づ き 、
第 2 期 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 計 画
と 現 行 の 経 営 戦 略 老 朽 化 対 策 が 策
定 さ れ て い る 。 第 1 期 ス ト ッ ク マ
ネ ジ メ ン ト 計 画 で 採 択 さ れ た シ ナ
リ オ デ ー タ （ シ ナ リ オ ３ ・ ４ ） が
現 行 経 営 戦 略 の 根 拠 で あ る と こ
ろ 、 経 営 戦 略 に お け る 更 新 投 資 の
縮 減 効 果 の 開 示 は 、 採 択 さ れ た シ
ナ リ オ と は 異 な る シ ナ リ オ デ ー タ
（ シ ナ リ オ ６ ・ ４ ） に も と づ く 内
容 で あ っ た 。 基 本 方 針 に も と づ く
一 貫 し た 経 営 戦 略 の 策 定 に は 、 根
拠 デ ー タ の 理 解 と 丁 寧 な 管 理 が 求
め ら れ る と こ ろ で あ る 。 更 新 投 資
縮 減 効 果 の 算 定 に お け る シ ナ リ オ
デ ー タ の 齟 齬 に つ い て 、 指 摘 事 項
と す る 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 ・ 下 水 道 事
業 課 】  

２  総 合  
 

78  ●  ＜ 経 営 戦 略 建 設 改 良 費 の 算 定 に つ
い て ＞  

経 営 戦 略 の 実 績 対 比 分 析 に お い
て 、 令 和 ６ 年 度 の 建 設 改 良 費 及 び
国 庫 補 助 金 の 計 画 値 と 実 績 に 乖 離
が み ら れ る と こ ろ 、 繰 越 平 均 の 調
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番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

整 が な さ れ て い た 。 経 営 戦 略 に お
け る 建 設 改 良 費 の 計 画 値 の 精 度
は 、 計 画 全 体 の 精 度 に つ な が る も
の で あ る こ と か ら 、 繰 越 平 均 の 見
込 み ・ 算 定 に 係 る 精 度 を 高 め ら れ
た い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

３  総 合  
 

79  ●  ＜ 老 朽 化 対 策 に お け る コ ス ト 縮 減
効 果 に つ い て ＞  

老 朽 化 対 策 に お け る 投 資 の 低 減
と は 、 実 質 的 に は 、 財 政 上 の 必 要
か ら 設 定 さ れ た 更 新 投 資 額 の 制 約
に よ る と こ ろ が 多 い も の で あ る 。
経 営 戦 略 の 老 朽 化 対 策 に お い て 重
点 的 に 記 載 さ れ る べ き は 、 投 資 額
の 制 約 が あ る な か で 、 い か に 施 設
設 備 の 健 全 性 を 維 持 す る か と い う
点 で あ り 、 そ の 点 に お い て 財 務 デ
ー タ の 裏 付 け の あ る 説 明 が 行 わ れ
る こ と が 望 ま し い 。 今 後 に 求 め ら
れ る ウ ォ ー タ ー PPP へ の 対 応 を 視
野 に 入 れ 、 財 務 デ ー タ に も と づ く
説 明 ・ 開 示 体 制 を 整 え ら れ た い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

4 総 合  
 

79  ●  ＜ ウ ォ ー タ ー PPP の 導 入 検 討 に つ
い て ＞  

ウ ォ ー タ ー PPP の 導 入 検 討 に あ
た っ て は 、 外 部 ア ド バ イ ザ ― だ け
に 依 拠 せ ず 、 PFI に 関 す る 自 治 体
内 部 の 知 見 の 充 実 を 図 り 、 検 討 体
制 の 構 築 に 努 め ら れ た い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

5 総 合  
 

82 
 

 ●  ＜ 料 金 の 見 直 し に 係 る 啓 蒙 活 動 の
推 進 に つ い て ＞  

岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部 で は 、 令
和 ６ 年 ８ 月 1 日 に 下 水 料 金 改 定 を
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番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

実 施 し た 。 事 業 収 入 （ 下 水 料 金 ）
が 増 加 す る こ と に よ り 、 業 務 活 動
に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー が 増 加
し 、 増 加 し た 資 金 で 固 定 資 産 取 得
及 び 企 業 債 の 償 還 を す る こ と は 、
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー の 改 善 に つ な
が る と 言 え 、 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー
が 健 全 な 状 態 で あ る 。  

下 水 料 金 改 定 に つ い て は 市 民 の
理 解 が 不 可 欠 で あ る と 考 え る た
め 、 岐 阜 市 の 重 要 な イ ン フ ラ で あ
る 下 水 道 事 業 に つ い て 、 定 期 的 に
市 民 と の 対 話 の 場 を 設 け る 等 、 啓
蒙 活 動 を 推 進 す る こ と が 望 ま し
い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

6 
 

総 合  85 
 

 ●  ＜ イ ン タ ー ン シ ッ プ の 強 化 に つ い
て ＞  
 令 和 ７ 年 人 事 院 勧 告 （ 令 和 ７ 年
８ 月 ７ 日 ） に お い て 、 外 部 へ の 魅
力 発 信 の 強 化 と し て 、 採 用 に お け
る イ ン タ ー ン シ ッ プ の 更 な る 活 用
が 示 さ れ た と こ ろ で あ る 。  
 岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 経 営 戦 略 で
は 、イ ン タ ー ン シ ッ プ の 受 入 れ は 、
令 和 ５ 年 度 実 績 で ２ 名 と な っ て お
り 、 令 和 16 年 度 達 成 目 標 と し て 、
改 善 、 上 昇 を 掲 げ て い る 。 今 後 も
イ ン タ ー ン シ ッ プ の 積 極 的 な 受 入
れ を 行 い 、 毎 年 度 の 目 標 人 数 を 設
定 す る 等 、 イ ン タ ー ン シ ッ プ の 強
化 を 求 め た い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  
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番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

7 総 合  
 

90  ●  ＜ 「 り ん 回 収 事 業 」 の 在 り 方 に つ
い て ＞  
 農 業 用 化 学 肥 料 の 3 大 栄 養 素
は 、 窒 素 、 り ん 酸 、 カ リ ウ ム で あ
る 。「 り ん 」は 農 産 物 の 育 成 に 不 可
欠 に も か か わ ら ず 、 日 本 で は 化 学
肥 料 に 使 用 さ れ る り ん 酸 の ほ と ん
ど が 輸 入 さ れ て お り 、 そ の 約 7 割
を 中 国 に 頼 っ て い る 。 以 前 は 輸 入
さ れ る り ん 酸 の 約 9 割 の 輸 入 を 中
国 に 頼 っ て い た が 令 和 5 年 秋 頃 よ
り 、 中 国 は 肥 料 の 輸 出 規 制 を 始 め
て い る 。 肥 料 の 生 産 地 は 中 国 や ロ
シ ア な ど に 偏 っ て い る が 、 ウ ク ラ
イ ナ 戦 争 を き っ か け に 、 地 政 学 的
な 緊 張 か ら 肥 料 の 供 給 が 不 安 定 に
な り 、 国 際 価 格 も 上 昇 傾 向 で あ る
た め 、 肥 料 成 分 で あ る 「 り ん 」 を
輸 入 に 頼 る の は り ん 酸 肥 料 の 安 定
的 供 給 が 困 難 に な る 可 能 性 が あ
る 。  
 ま た 、 国 土 交 通 省 に よ る と 下 水
汚 泥 は 、 国 内 で 年 間 汚 泥 発 生 量 当
た り 約 ５ 万 ト ン の り ん を 含 有 し て
い る が 、 国 全 体 で も 肥 料 と し て 利
用 さ れ た 下 水 汚 泥 は 全 体 の 約 １ 割
程 度 に 留 ま っ て お り 、 岐 阜 市 下 水
道 事 業 に お い て も 、 り ん 酸 肥 料 の
安 定 的 な 供 給 は で き て い な い 状 況
で あ る 。  
 下 水 汚 泥 資 源 の り ん 酸 肥 料 利 用
の 拡 大 は 、 食 料 安 全 保 障 の 強 化 や
農 業 の 持 続 性 向 上 の み な ら ず 、 循
環 型 社 会 の 構 築 、 地 域 活 性 化 の 観
点 か ら も 重 要 で あ り 、 公 益 性 が 極
め て 高 い 取 り 組 み で あ る 。  
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番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

 そ の 取 り 組 み に つ い て は 、 国 土
交 通 省 の 下 水 汚 泥 資 源 の 肥 料 利 用
の 拡 大 に 向 け た 官 民 検 討 会 に お い
て 、 コ ス ト 削 減 に 向 け た 方 策 と し
て 、 り ん 回 収 シ ス テ ム の 簡 略 化 や
焼 却 灰 の 集 約 化 の 考 え が 示 さ れ る
な ど 、 国 に お い て 有 用 な 情 報 が 発
信 さ れ て お り 、 ま た 、 他 の 地 方 公
共 団 体 に お い て は 、「 菌 体 り ん 酸 肥
料 」 な ど の 先 進 的 な 取 り 組 み も 進
め ら れ て い る と こ ろ で あ る 。  
 り ん 回 収 事 業 の 継 続 に あ た っ て
は 、 先 進 事 例 等 研 究 を 進 め る と と
も に 、 国 土 交 通 省 や 農 林 水 産 省 、
他 の 地 方 自 治 体 と の 連 携 や 官 民 連
携 を 図 り 、 現 在 の 施 設 の 状 況 、 適
切 な 下 水 道 経 営 の 観 点 か ら 、 効 果
的 な 運 営 を 目 指 し て い た だ き た
い 。  
【 下 水 道 施 設 課 】  

8 総 合  
 

92 
   

 ●  ＜ 下 水 道 事 業 運 営 の 更 な る 効 率 化
に 向 け て に つ い て ＞  

管 渠 の 接 続 部 分 、 マ ン ホ ー ル 等
か ら あ る 程 度 の 不 明 水 が 流 入 す る
こ と は や む を 得 な い も の の 、 不 明
水 が 発 生 す る 原 因 の 究 明 と そ の 削
減 に 努 め る 必 要 が あ る 。  

不 明 水 の 発 生 理 由 と し て は 、 例
え ば 、 管 渠 の 接 続 部 分 、 マ ン ホ ー
ル 等 か ら の 流 入 や 、 汚 水 桝 と 雨 水
桝 の 誤 接 続 に よ る 雨 水 の 流 入 、 無
届 排 水 設 備 か ら の 汚 水 の 流 入 、 井
戸 水 等 の 認 定 水 量 と 実 際 の 使 用 水
量 と の 誤 差 の 発 生 等 が 考 え ら れ
る 。  

こ れ ら の 有 無 を 検 証 し 、 適 切 な
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番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

対 策 を 講 じ る 必 要 が あ る 。  
【 営 業 課 ・ 下 水 道 事 業 課 】  

9 総 合  
 

97  ●  ＜ 避 難 所 等 の 重 要 施 設 に 係 る 耐 震
性 能 確 保 の 目 標 延 長 に つ い て ＞  

日 本 は 世 界 的 に 見 て も 地 震 の 影
響 を 多 く 受 け て い る 国 で あ る 。  

過 去 30 年 間 の 大 規 模 災 害 と し
て 、 平 成 ７ 年 １ 月 の 阪 神 ・ 淡 路 大
震 災 、平 成 16 年 10 月 の 新 潟 県 中
越 地 震 、平 成 23 年 ３ 月 の 東 日 本 大
震 災 、 平 成 28 年 ４ 月 の 熊 本 地 震 、
令 和 ６ 年 １ 月 に は 、 能 登 半 島 地 震
が 発 生 し た 。  

令 和 ６ 年 8 月 、 宮 崎 県 で 震 度 ６
弱 を 観 測 し た 日 向 灘 を 震 源 と す る
地 震 の 発 生 を 受 け 、 気 象 庁 は 「 南
海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 （ 巨 大 地 震
注 意 ）」 を 発 表 、 令 和 ７ 年 12 月 に
は 、 青 森 県 で 震 度 ６ 強 を 観 測 す る
地 震 が 発 生 し た 後 は 、「 北 海 道・三
陸 沖 後 発 地 震 注 意 情 報 に 伴 う 特 別
な 注 意 の 呼 び 掛 け 」 を 発 表 し た 。  

上 記 の と お り 、 日 本 で は 、 い つ
巨 大 地 震 が 発 生 し て も お か し く な
い 状 況 で あ る 一 方 で 、 岐 阜 市 上 下
水 道 耐 震 化 計 画 （ 上 下 水 道 ） の 令
和 11 年 度 末 ま で の 下 水 道 事 業 に
関 す る 計 画 で は 、 避 難 所 等 の 重 要
施 設 の 耐 震 性 能 確 保 の 目 標 延 長 に
つ い て は 、 64％ の 耐 震 化 率 の 計 画
と な っ て い る 。  

繰 り 返 し と な る が 、 能 登 半 島 地
震 で は 、 耐 震 化 が 未 実 施 で あ っ た
上 下 水 道 施 設 に 甚 大 な 被 害 が 発 生
し 、復 旧 に 長 期 間 を 要 し た 一 方 で 、
耐 震 化 実 施 済 み の 下 水 処 理 場 等 で
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番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

は 、 施 設 機 能 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ
す 被 害 は 確 認 さ れ て お ら ず 、 事 前
防 災 と し て の 施 設 の 耐 震 化 の 効 果
が 再 確 認 さ れ て い る 。  

避 難 所 等 の 重 要 施 設 の 下 水 道 管
路 は 、 今 回 の 調 査 時 点 で は 、 全 国
平 均 が 51％ で あ る が 、 岐 阜 市 は
24%で あ っ た 。 当 該 施 設 は 、 巨 大
地 震 等 、 大 規 模 災 害 時 に お け る 、
災 害 対 策 や 救 助 活 動 の 拠 点 と な る
も の で あ る こ と か ら 、 避 難 所 等 の
重 要 施 設 の 下 水 道 管 路 の 耐 震 性 能
確 保 の 目 標 延 長 は 、令 和 11 年 度 末
時 点 に お い て 、 全 国 平 均 を 上 回 る
耐 震 化 率 と す る こ と が 望 ま れ る 。  
【 下 水 道 事 業 課 】  

10 料 金 収 入  
 

104 
105 

 ●  ＜ 月 の 中 途 に お け る 使 用 開 始 ・ 廃
止 時 の 「 従 量 料 金 基 準 値 」 の 取 扱
い に つ い て ＞  

月 の 途 中 で 下 水 道 の 使 用 を 開 始
ま た は 廃 止 し た 場 合 の 料 金 計 算 に
つ い て は 、 岐 阜 市 下 水 道 条 例 の 第
23 条 に お い て 規 定 さ れ て い る 。そ
れ に よ る と 、 超 過 料 金 を 除 く 下 水
料 金 、 つ ま り 基 本 料 金 に つ い て は
使 用 期 間 が 15 日 以 内 で あ れ ば 0.5
カ 月 分 、15 日 を 超 え １ 月 以 内 で あ
れ ば 1 月 分 。1 月 を 超 え １ 月 と 15
日 以 内 で あ れ ば 1.5 月 分 、 １ 月 と
15 日 を 超 え ２ 月 以 内 で あ れ ば ２
月 分 と し て 計 算 さ れ る 。  

今 回 抽 出 し た サ ン プ ル を 対 象 に
計 算 過 程 を 確 認 し た と こ ろ 、 基 本
料 金 は 条 例 の 規 定 と お り 按 分 計 算
が な さ れ て い た 。 加 え て 、 従 量 料
金 の 算 定 基 準 と な る 水 量 （「 10 立
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方 メ ー ト ル ま で の 分 」「 10 立 方 メ
ー ト ル を 超 え 20 立 方 メ ー ト ル ま
で の 分 」 等 ） に つ い て も 、 使 用 日
数 に 応 じ た 按 分 計 算 が 行 わ れ て い
る こ と が 確 認 さ れ た 。  

例 え ば 、使 用 期 間 が 15 日 以 内 で
使 用 量 が 6 ㎥ の 場 合 、 従 量 料 金 は
全 量 を 「 10 立 方 メ ー ト ル ま で の
分 」で 計 算 す る の で は な く 、「 5（ ＝
10×0.5） 立 方 メ ー ト ル ま で の 分 」
と「 ５（ ＝ 10×0.5）立 方 メ ー ト ル
を 超 え 10（ ＝ 20×0.5）立 方 メ ー ト
ル ま で の 分 」 に 分 け て 計 算 す る こ
と と な る 。  

そ の 結 果 、 基 本 料 金 は 1,080 円
に 0.5 を 乗 じ た 540 円 、 従 量 料 金
は 5 ㎥ に 35 円 を 乗 じ た 175 円 と
1 ㎥ に 132 円 を 乗 じ た 132 円 の 合
計 307 円 に な る 。そ し て 、 下 水 道
料 金 合 計 は 540 円 と 307 円 の 合 計
で あ る 847 円 に 消 費 税 を 加 算 し た
931 円 と な る 。  

前 述 の と お り 、 同 条 例 か ら は 基
本 料 金 に つ い て の 明 確 な 按 分 基 準
が 読 み 取 れ る 一 方 、 従 量 料 金 の 基
準 値 （ 水 量 区 分 ） に つ い て は 按 分
計 算 （ 基 準 値 の 縮 小 ） を 行 う 旨 の
明 確 な 規 定 を 読 み 取 る こ と は で き
ず 、 こ れ に よ り 利 用 者 で あ る 市 民
の 誤 解 を 招 く 恐 れ も あ る 。  

水 道 の 使 用 期 間 に 応 じ て 平 等 に
料 金 を 計 算 す る と い う 観 点 か ら
は 、 こ の よ う な 計 算 方 法 を 採 用 す
る こ と 自 体 に は 合 理 性 が あ る と 考
え ら れ る 。 し か し 、 算 定 根 拠 を 明
確 に す る と い う 観 点 か ら は 、 月 の
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中 途 で の 使 用 開 始 ・ 中 止 又 は 廃 止
時 に お い て 従 量 料 金 の 基 準 水 量 も
按 分 計 算 を 行 う 旨 を 条 例 に 明 記 す
る こ と も 検 討 す べ き で あ る 。  
【 営 業 課 】  

11 料 金 収 入  105 ●   ＜ 条 文 と 料 金 表 に お け る 用 語 の 不
整 合 に つ い て ＞  

岐 阜 市 下 水 道 条 例 第 23 条 に お
い て 、「 超 過 料 金 を 除 く 」と い う 文
言 が 使 用 さ れ て い る 。  

一 方 で 、同 条 例 第 21 条 に 掲 げ ら
れ て い る 料 金 表 に お い て は 「 超 過
料 金 」 と い う 用 語 は 使 用 さ れ て お
ら ず 、「 従 量 料 金 」と い う 用 語 が 使
用 さ れ て い る 。 条 文 中 の 「 超 過 料
金 」 が 、 料 金 表 に お け る 「 従 量 料
金 」 を 指 し て い る と の こ と だ が 、
同 一 の 法 令 内 で 異 な る 用 語 が 用 い
ら れ て い る こ と は 、 解 釈 上 の 疑 義
を 生 じ さ せ る 要 因 と な り 、 市 民 に
と っ て 分 か り に く い 表 現 と な っ て
い る 。  

し た が っ て 、条 例 第 23 条 の 表 現
を 見 直 し 、 料 金 表 の 用 語 と 整 合 さ
せ る よ う 「 従 量 料 金 」 等 の 表 現 に
統 一 す る か 、 定 義 を 明 確 に す べ き
で あ る 。  
【 営 業 課 】  

12 料 金 収 入  
 

106  ●  ＜ 収 納 率 に つ い て ＞  
ヴ ェ オ リ ア ・ ジ ェ ネ ッ ツ 株 式 会

社 へ の 滞 納 整 理 業 務 、 収 納 業 務 を
含 め た 営 業 関 連 業 務 の 包 括 的 な 業
務 委 託 に 関 し て は 、 業 務 委 託 効 果
を よ り 高 い も の と す る た め に 目 標
収 納 率 を 定 め 、 収 納 率 に 応 じ た 報
奨 金 ・ 違 約 金 制 度 を 取 り 入 れ て い
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る 。  
目 標 収 納 率 と 収 納 率 実 績 を 比 較

す る と 、 パ ー セ ン テ ー ジ と し て 大
き な 乖 離 は な い も の の 令 和 ２ 年 度
以 降 は ５ 年 連 続 で 実 績 が 目 標 を 若
干 下 回 っ て い る 状 況 で あ る 。 令 和
６ 年 度 に お い て は 、 0.06%の 差 異
が 生 じ て い る 。 令 和 6 年 度 の 調 定
金 額 合 計 が 約 61 億 円 で あ る こ と
を 考 慮 す る と 、 た と え 0.06%で あ
っ て も 金 額 的 影 響 は 360 万 円 以 上
に な り 、 必 ず し も 小 さ い 差 異 で は
な い 。  

ま た 、 実 績 の 収 納 率 の 推 移 を 見
て も 低 下 傾 向 に あ り 、 令 和 3 年 度
と 比 較 す る と 0.17% 低 下 し て い
る 。 目 標 収 納 率 に つ い て も 、 令 和
6 年 度 の 目 標 は 令 和 ２ 年 度 か ら 令
和 ４ 年 度 の 目 標 と 比 較 し て 低 く な
っ て い る 。  

下 水 料 金 の 回 収 率 低 下 を 防 ぐ た
め 、 適 切 な 目 標 値 の 設 定 と よ り 実
効 性 の あ る 回 収 率 向 上 施 策 の 検 討
を 行 う べ き で あ る 。  
【 営 業 課 】  

13 料 金 収 入  106 
107 

 ●  ＜ 回 収 目 標 と 実 績 の 乖 離 及 び 管 理
体 制 に つ い て ＞  
 岐 阜 市 外 へ の 転 出 者 な ど 滞 納 整
理 が 困 難 な 対 象 者 に つ い て 回 収 業
務 を 委 託 し て い る 弁 護 士 法 人 と の
間 で 締 結 さ れ た 契 約 の 仕 様 書 第
13 項 に お い て 、未 収 金 の 回 収 目 標
（ 努 力 目 標 ） は 「 金 額 ベ ー ス で
30％ 以 上 の 回 収 率 」 と 設 定 さ れ て
い る 。 し か し 、 ヒ ア リ ン グ 及 び 資
料 閲 覧 に よ る 確 認 で は 、 直 近 （ 令



18 
 

番 号  項 目  頁  指 摘  意 見  内 容  

和 6 年 度 ） の 実 績 は 約 7.5％ に と
ど ま っ て お り 、 回 収 率 は 徐 々 に 低
下 傾 向 に あ る 。  

回 収 率 に つ い て 、 受 託 者 と は 定
期 的 に 実 績 報 告 等 を 通 じ て 状 況 共
有 が な さ れ て い る も の の 、 回 収 率
向 上 に 向 け た 強 力 な 指 導 等 は 行 わ
れ て い な い の が 現 状 で あ る 。  

委 託 額 は 令 和 元 年 度 と 比 較 す る
と 半 分 程 度 に 減 っ て お り 、 弁 護 士
へ の 委 託 に よ る 回 収 の 成 果 も 出 て
い る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 徐 々 に
回 収 の 困 難 な 未 収 金 の 割 合 が 増 え
て い く こ と も 加 味 す る と 回 収 率 の
低 下 傾 向 に つ い て は 致 し 方 な い 点
も あ る と 考 え ら れ る 。 し か し 、 努
力 目 標 で あ っ た と し て も 目 標 値 を
設 定 し て い る 以 上 、 実 績 値 と の 乖
離 に 対 し て 何 ら か の 対 応 は 必 要 で
あ る 。 契 約 段 階 で 現 在 の 目 標 設 定
が 対 象 債 権 の 性 質 （ 市 外 転 出 者 ・
長 期 滞 納 等 ） に 照 ら し て 実 現 可 能
な 数 値 で あ る か 否 か を 受 託 者 と 協
議 す る こ と や 、 契 約 期 間 中 に お け
る よ り 実 効 性 の あ る 回 収 率 向 上 施
策 の 検 討 を 行 う こ と 等 の 対 策 が 必
要 で あ る と 考 え る 。  
【 営 業 課 】  

14 料 金 収 入  108  ●  ＜ 料 金 回 収 に 関 す る 内 部 統 制 に つ
い て ＞  

下 水 料 金 の 徴 収 事 務 に 関 し て
は 、 他 団 体 に お い て 以 下 の よ う な
事 務 過 誤 や 不 正 事 例 が 報 告 さ れ て
お り 、 リ ス ク 要 因 と し て 認 識 す る
必 要 が あ る 。  

・ 下 水 道 使 用 開 始 に 伴 う シ ス テ
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ム へ の 登 録 漏 れ  
・ 給 水 形 態 の 変 更 （ 2 世 帯 1 水

道 利 用 者 が 、 1 世 帯 の み 新 規
で 水 道 引 込 工 事 を 行 っ た 際 な
ど ） に 伴 う 下 水 料 金 の 賦 課 漏
れ  

・ 排 水 設 備 指 定 工 事 店 以 外 の 事
業 者 に よ る 無 届 で の 無 断 接 続  

・ 浄 化 槽 利 用 者 な ど 、 下 水 道 未
接 続 者 に 対 す る 誤 っ た 料 金 徴
収  

・ 検 針 業 務 受 託 業 者 に よ る 検 針
値 の 誤 読 及 び 誤 入 力  

・ 口 座 振 替 依 頼 書 等 の 処 理 に お
け る 口 座 情 報 の 誤 登 録  

上 記 の よ う な リ ス ク に 対 す る 当
市 の 内 部 統 制 に つ い て ヒ ア リ ン グ
等 を 実 施 し た 結 果 、 以 下 の 点 が 確
認 さ れ た 。  

事 務 処 理 体 制 ： シ ス テ ム へ の 入
力 担 当 者 と 承 認 者 （ チ ェ ッ ク 者 ）
を 分 離 し 、 二 重 チ ェ ッ ク を 行 う 体
制 を 構 築 し て い る 。  

過 誤 防 止 へ の 取 り 組 み ： 過 大 徴
収 等 の リ ス ク 低 減 策 と し て 、 令 和
４ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 に か け て 、
下 水 道 に 接 続 し て い な い 浄 化 槽 及
び 汲 み 取 り 利 用 者 に 対 す る 賦 課 状
況 の 実 態 調 査 を 実 施 し て い る 。  

下 水 料 金 の 徴 収 事 務 に つ い て
は 、 入 力 ミ ス や 賦 課 漏 れ 等 の リ ス
ク に 対 し 、 入 力 者 と 承 認 者 を 分 け
る 相 互 牽 制 体 制 が 構 築 さ れ て お
り 、 単 純 な 事 務 ミ ス の 防 止 が 図 ら
れ て い る 。 ま た 、 他 団 体 で も 散 見
さ れ る 未 接 続 者 へ の 誤 賦 課 リ ス ク
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に 対 し 、 過 年 度 に お い て 実 態 調 査
を 実 施 し 、 誤 徴 収 の 防 止 に 能 動 的
に 取 り 組 ん で い る こ と が 認 め ら れ
る 。  

し か し な が ら 、 下 水 料 金 の 算 定
は 、 現 場 の 接 続 状 況 や 水 道 使 用 状
況 と 密 接 に 関 連 し て お り 、 単 な る
事 務 上 の チ ェ ッ ク の み で は 発 見 が
困 難 な ケ ー ス も 想 定 さ れ る 。  

し た が っ て 、 今 後 も 過 大 徴 収 だ
け で な く 徴 収 漏 れ に つ い て の 調 査
も 検 討 す る と と も に 、 工 事 店 へ の
指 導 や 無 断 接 続 防 止 に 向 け た 監 視
体 制 に つ い て も 留 意 さ れ た い 。  
【 営 業 課 】  

15 固 定 資 産 管
理  

 

119  ●  ＜ ４ 条 職 員 人 件 費 の 作 業 内 容 別 配
賦 に つ い て ＞  

4 条 職 員 の 人 件 費 は 各 事 業 費 へ
の 按 分 を 通 じ て 、 結 果 と し て そ の
全 額 を 資 産 勘 定 に 振 り 替 え て い る
こ と と な る が 、 ４ 条 職 員 の 勤 務 実
態 と し て 、 設 備 の 維 持 修 繕 な ど の
３ 条 業 務 も 行 っ て お り 、 本 来 、 維
持 管 理 業 務 に 係 る 費 用 は 期 間 の 費
用 と し て 処 理 す べ き と 言 え る 。  

下 水 道 事 業 で は 固 定 資 産 残 高 の
金 額 的 重 要 性 が 高 く 、 そ し て 減 価
償 却 を 通 じ て 翌 期 以 降 の 業 績 に も
影 響 を 与 え る こ と か ら 質 的 に も 重
要 で あ り 、 そ の 会 計 処 理 は 厳 密 に
行 う べ き と 考 え る 。  

従 っ て 、 作 業 日 報 な ど 各 人 の 勤
務 実 態 を 元 に 配 賦 計 算 を 行 う 事 が
望 ま し い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  
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16 固 定 資 産 管
理  
 

124  ●  ＜ 固 定 資 産 振 替 時 期 に つ い て ＞  
流 域 下 水 道 負 担 金 に つ い て 実 務

上 の 便 宜 と の こ と で あ る が 、 本 来
は 固 定 資 産 本 勘 定 へ 計 上 で き る も
の は 供 用 開 始 し た も の で あ る こ と
か ら 、 岐 阜 県 か ら の 供 用 開 始 報 告
に 基 づ き 施 設 利 用 権 へ 振 り 替 え る
こ と と し 、 そ れ ま で は 建 設 仮 勘 定
に て 計 上 す る 必 要 が あ る 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

17 固 定 資 産 管
理  
 

125  ●  ＜ 事 業 調 査 費 の 会 計 処 理 に つ い て
＞  

岐 阜 市 が 固 定 資 産 計 上 の 根 拠 と
し た 提 要 の Q&A は 、病 院 の 改 装 、
つ ま り 固 定 資 産 の 改 装 を 対 象 に し
た 調 査 費 で あ る 。 従 っ て 改 装 工 事
が 完 了 す る ま で 建 設 仮 勘 定 へ 計 上
す る 回 答 が 導 か れ る も の と 考 え ら
れ 、 本 件 の よ う な 事 業 の 在 り 方 そ
の も の を 対 象 と し た 調 査 費 と は 前
提 が 異 な る 。 ま た 、 委 託 の 内 容 か
ら ど の 資 産 の 形 成 に 寄 与 す る か を
判 断 し て い る と の こ と で あ る が 、
固 定 資 産 勘 定 毎 に 耐 用 年 数 が 異 な
る こ と か ら 、 振 替 先 の 判 断 に よ り
翌 期 以 降 の 影 響 額 が 異 な る こ と と
な る 。  

従 っ て 、 下 水 道 事 業 そ の も の の
在 り 方 を 問 う 事 業 調 査 費 は 開 発 費
と し て 発 生 時 に 費 用 処 理 す る こ と
が 望 ま し い と 思 わ れ る 。  

な お 、 こ の よ う な 支 出 の 効 果 が
次 期 以 降 も 継 続 し て 発 現 す る と 認
め ら れ る 場 合 に は 繰 延 資 産 と し て
計 上 し 、 発 現 す る 期 間 に わ た っ て
費 用 化 す る こ と も 考 え ら れ る が 、
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繰 延 資 産 と し て そ の 計 上 が 認 め ら
れ る も の は 鉄 道 事 業 に 係 る 災 害 に
よ る 損 失 の み と な っ て い る こ と か
ら 、 繰 延 資 産 計 上 の 余 地 は 無 い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

18 ソ フ ト ウ ェ
ア 及 び DX
推 進  

129 
130 
131 

 ●  ＜ ソ フ ト ウ ェ ア の 計 上 の 必 要 性 に
つ い て ＞  

研 究 開 発 費 等 に 係 る 会 計 基 準 の
定 め の と お り 、 将 来 的 に 収 益 獲 得
が 確 実 と 認 め ら れ る 場 合 、 資 産 計
上 が 求 め ら れ る と こ ろ で あ る 。  

こ れ ま で 示 し て き た よ う に 、 岐
阜 市 下 水 道 事 業 に お い て は 、DX の
取 組 が 進 め ら れ て い る こ と か ら
も 、 今 後 の ソ フ ト ウ ェ ア の 取 得 に
お い て は 、 組 み 込 み 式 か 否 か の 外
形 的 判 断 だ け で な く 、 そ の 性 質 も
含 め た 、 資 産 計 上 を 検 討 い た だ き
た い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

19 ソ フ ト ウ ェ
ア 及 び DX
推 進  

131  ●  ＜ ソ フ ト ウ ェ ア に 関 す る マ ニ ュ ア
ル に つ い て ＞  

ソ フ ト ウ ェ ア 計 上 金 額 算 出 等 の
計 上 方 法 等 を 定 め た 事 務 処 理 の 要
綱 や マ ニ ュ ア ル 等 は 、 現 状 未 整 備
で あ っ た 。 今 後 は ソ フ ト ウ ェ ア と
し て 計 上 す べ き ソ フ ト ウ ェ ア を 取
得 す る 可 能 性 も あ る た め 、 そ の 際
に は 、 適 切 な 会 計 処 理 が で き る よ
う に マ ニ ュ ア ル 等 を 整 備 す る こ と
が 望 ま し い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

20 ソ フ ト ウ ェ
ア 及 び DX
推 進  

132 
133 

 ●  ＜ 国 や 他 の 地 方 自 治 体 の 取 り 組 み
か ら 推 察 す る DX の 可 能 性 に つ い
て ＞  

下 水 道 事 業 に お け る DX の 今 後
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に つ い て 、 国 土 交 通 省 ホ ー ム ペ ー
ジ や 他 の 地 方 自 治 体 の 公 表 資 料 等
か ら 、 国 や 他 の 地 方 自 治 体 の 下 水
道 事 業 に お け る DX の 方 針 及 び 取
組 状 況 等 を 検 証 し た 。 そ の 結 果 、
「 行 政 機 関 で の 手 続 き や サ ー ビ ス
の 向 上 」、「 ICT や AI 等 の 活 用 に よ
る 現 場 の 安 全 性 や 効 率 性 の 向 上 」、
「 業 務 プ ロ セ ス や 働 き 方 の 変 革 」
な ど の 視 点 か ら 岐 阜 市 下 水 道 事 業
の 未 来 を 予 測 す る こ と が で き る 。  

「 行 政 機 関 で の 手 続 き や サ ー ビ
ス の 向 上 」 に つ い て は 、 岐 阜 市 下
水 道 事 業 に お い て も 既 に 実 施 さ れ
て い る 手 続 き の オ ン ラ イ ン 化 に 加
え 、 水 害 リ ス ク 情 報 等 の 周 知 や 、
洪 水 発 生 時 の 対 応 と し て 下 水 道 の
水 位 情 報 を 緊 急 速 報 メ ー ル 等 に よ
る 通 知 、 管 路 施 設 情 報 の オ ン ラ イ
ン 閲 覧 可 能 と す る な ど の 事 例 が あ
る 。  

「 ICT や AI 等 の 活 用 に よ る 、現
場 の 安 全 性 や 効 率 性 を 向 上 」で は 、
ド ロ ー ン の 活 用 や IoT セ ン サ ー の
導 入 、AI を 活 用 し て い く こ と が 鍵
と な る 。 ド ロ ー ン を 使 用 す れ ば 立
入 り が 困 難 な 施 設 で の 安 全 か つ 容
易 な 点 検 が 可 能 と な り 、 IoT セ ン
サ ー を 導 入 す る こ と に よ り リ ア ル
タ イ ム で の 情 報 収 集 が 可 能 と な
る 。 そ し て 、 収 集 し た デ ー タ を 蓄
積 し て い く こ と で 、 機 械 学 習 や デ
ィ ー プ ラ ー ニ ン グ な ど に よ り 高 度
な 解 析 を 行 う こ と の で き る AI の
効 果 的 か つ 効 率 的 な 利 用 が 促 進 さ
れ 、 リ ア ル タ イ ム で の 施 設 管 理 や
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予 兆 保 全 シ ス テ ム の 導 入 を 図 る こ
と が 可 能 と な る 。  

「 業 務 プ ロ セ ス や 働 き 方 の 変
革 」 す る こ と の 視 点 で は 、 下 水 道
分 野 に お け る BIM/CIM の 促 進 が
挙 げ ら れ る 。BIM/CIM（ Building 
/Construction 
InformationModeling）と は 、建 設・
土 木 事 業 の 品 質 向 上 や 生 産 性 向 上
を 目 的 と し て 、 ３ 次 元 で 立 体 的 に
表 現 し た ３ 次 元 モ デ ル を 構 築 す る
こ と に よ り 下 水 道 施 設 や 管 路 の
「 見 え る 化 」 を 実 現 し 、 設 計 ・ 施
工 ・ 維 持 管 理 と 横 断 的 な デ ー タ 活
用 に よ り 情 報 共 有 が 円 滑 化 す る 。
そ し て 、BIM/CIM に よ り 、正 確 な
設 計 が 実 現 し 、 下 水 道 事 業 の 関 係
者 や 市 民 な ど の イ メ ー ジ 共 有 も 進
み 、 点 検 作 業 や 損 傷 個 所 等 の 修 復
作 業 に も 役 立 つ た め 、 下 水 道 施 設
や 管 路 の 設 計 計 画 か ら 施 工 ・ 維 持
管 理 ま で の プ ロ セ ス 全 体 の 効 率 化
と 高 度 化 が 実 現 で き る 。  

ド ロ ー ン の 活 用 や IoT セ ン サ ー
の 導 入 、 AI の 活 用 、 BIM/CIM に
よ る ３ 次 元 モ デ ル の 構 築 な ど に よ
り 、 リ ア ル タ イ ム で 集 計 さ れ た 有
用 な 情 報 を 関 係 各 所 で 蓄 積 ・ 共 有
し て い く こ と で 、 維 持 管 理 デ ー タ
の 一 元 管 理 と 分 析 基 盤 の 構 築 が 可
能 で あ る 。  

下 水 道 施 設 の 老 朽 化 や 管 理 に 精
通 し た 熟 練 職 員 の 減 少 が 危 惧 さ れ
る 中 、 将 来 に わ た り 下 水 道 サ ー ビ
ス を 提 供 し 、 岐 阜 市 民 の 安 全 で 快
適 な 生 活 を 維 持 す る た め 、 デ ジ タ
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ル 技 術 を 活 用 し 、 メ ン テ ナ ン ス を
高 度 化 ・ 効 率 化 さ せ る と と も に 、
組 織 、 業 務 プ ロ セ ス の 変 革 な ど 、
下 水 道 DX の 推 進 に 努 め て い た だ
き た い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 ・ 下 水 道 事
業 課 ・ 下 水 道 施 設 課 】  

21 契 約 ・ 入 札
管 理  

191 
192 

 

 ●  ＜ 予 定 価 格 の 事 前 公 表 に つ い て ＞  
公 平 性 確 保 の 観 点 か ら 、 事 前 に

算 定 に 必 要 な 情 報 を 提 供 す る こ と
に は 一 定 の 意 義 が あ る も の の 、 仮
に 最 低 制 限 価 格 の 正 確 な 額 の 算 定
が 極 め て 容 易 で あ る と す れ ば 、 実
質 的 に は 最 低 制 限 価 格 を 事 前 公 表
し て い る の と 変 わ り が な い と も 考
え ら れ る 。  

従 っ て 、 岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部
に お い て も 、 引 き 続 き 予 定 価 格 の
事 前 公 表 を 維 持 す る こ と の 合 理 性
が あ る の か を 十 分 に 検 討 し た 上
で 、 事 後 公 表 へ の 変 更 を 検 討 す る
こ と が 望 ま し い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

22 契 約 ・ 入 札
管 理  

192  ●  ＜ 再 委 託 先 の 反 社 会 的 勢 力 排 除 に
つ い て ＞  

岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部 の 契 約 事
務 で は 、 反 社 会 的 勢 力 排 除 に つ い
て 契 約 約 款 に 記 載 す る こ と と し て
い る 。 岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部 と 、
契 約 の 直 接 の 相 手 方 で あ る 事 業 者
間 に お い て は 、 反 社 会 的 勢 力 排 除
へ の 対 応 を 実 施 し て い る が 、 業 務
内 容 に よ っ て は 再 委 託 先 も あ り 、
再 委 託 先 は 岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部
と 直 接 の 契 約 で は な い た め 、 反 社
会 的 勢 力 を 防 ぐ 効 果 が 弱 い の で は
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な い か と 考 え 、 当 該 対 応 に つ い て
質 問 に よ り 確 か め た と こ ろ 、 再 委
託 先 に 対 し て は 、 反 社 会 的 勢 力 で
な い こ と の 誓 約 書 等 の 提 供 を 求 め
る こ と を 検 討 し て い る と の 回 答 で
あ っ た 。  

前 例 は な い と の こ と で あ る が 、
下 水 管 渠 等 の 布 設 工 事 等 が 中 断 す
る こ と は 、 岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部
及 び 岐 阜 市 民 に と っ て 望 ま し い こ
と で は な い と 考 え ら れ る こ と か
ら 、 誓 約 書 等 の 提 供 に つ い て さ ら
に 検 討 し 、 ぜ ひ と も 実 施 す る こ と
が 望 ま し い 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

23 雨 水 処 理 負
担 金 及 び 一
般 会 計 補 助
金  

201 
202 

 

 ●  ＜ 一 般 会 計 補 助 金 の 見 直 し に つ い
て ＞  

岐 阜 市 で は 、 毎 年 「 雨 水 処 理 負
担 金 」 と し て 岐 阜 市 下 水 道 事 業 の
雨 水 処 理 費 用 を 負 担 し て い る 。 雨
水 処 理 負 担 金 は 、 雨 水 用 固 定 資 産
の 減 価 償 却 費 と 雨 水 用 固 定 資 産 取
得 時 の 借 入 金 に 係 る 支 払 利 息 の 合
計 額 で あ り 、 岐 阜 市 下 水 道 事 業 で
は 、 第 一 義 的 に 雨 水 処 理 費 用 に 充
当 し て い る 。 減 価 償 却 費 と し て 計
上 さ れ な い 雨 水 用 固 定 資 産 取 得 時
の 消 費 税 と 、 雨 水 用 固 定 資 産 の 残
存 価 額 ５ ％ に つ い て は 、 繰 入 対 象
と す る か 再 考 の 余 地 は あ る も の
の 、 現 状 で は 繰 出 し 基 準 を 早 急 に
見 直 す 必 要 性 は な い も の と 考 え
る 。  

し か し 、 他 の 中 核 市 と の 比 較 を
し た 表 に あ る と お り 、 令 和 ５ 年 度
の 岐 阜 市 の 他 会 計 補 助 金 ３ 条 は
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4.08 億 円 で あ り 、比 較 し た 他 の 中
核 市 4 市 を 含 め た 平 均 額 27.1 億
円 と 比 し て 、約 15.0％ と な っ て い
る 。 他 会 計 出 資 金 と 他 会 計 補 助 金
４ 条 合 計 に つ い て は 、 岐 阜 市 は
6.32 億 円 で あ り 、他 の 中 核 市 ４ 市
を 含 め た 平 均 額 15.1 億 円 に 比 し
て 、約 41.9％ と な っ て い る 。ま た 、
他 会 計 補 助 金 等 合 計 に つ い て は 、
岐 阜 市 は 10.4 億 円 で あ り 、他 の 中
核 市 ４ 市 を 含 め た 平 均 額 42.3 億
円 に 比 し て 、約 24.6％ と な っ て い
る 。  

岐 阜 市 が 公 共 下 水 道 事 業 を 開 始
し た 昭 和 時 代 と 、 現 在 の 天 候 は 大
幅 に 変 化 し て お り 、 線 状 降 水 帯 の
発 生 に よ り 、局 所 的 な 大 雨（ 豪 雨 ）
も 頻 発 す る こ と か ら 、 雨 水 処 理 は
も ち ろ ん の こ と 、 汚 水 処 理 を 含 め
た 下 水 道 施 設 の 強 化 は 必 須 で あ
る 。ま た 、令 和 ７ 年 １ 月 28 日 に 発
生 し た 埼 玉 県 八 潮 市 の 道 路 陥 没 事
故 は 記 憶 に 新 し く 、 岐 阜 市 下 水 道
事 業 に お い て も 下 水 道 の 緊 急 点 検
を 実 施 す る な ど 、 下 水 道 設 備 に 係
る 費 用 は 増 大 し て い る 。  

岐 阜 市 下 水 道 事 業 で は 、 汚 水 処
理 に 係 る 費 用 が 年 々 増 加 傾 向 で あ
る 。「 雨 水 公 費 、 汚 水 私 費 の 原 則 」
を 貫 く と 、 利 用 者 が 負 担 す る 下 水
料 金 の 更 な る 上 昇 は 避 け る こ と が
困 難 と な る こ と が 予 測 さ れ る が 、
昨 今 の 物 価 高 に よ る 消 費 者 の 経 済
的 負 担 を 考 慮 す る 必 要 が あ る と も
考 え る 。  

以 上 よ り 、 汚 水 処 理 に 要 す る 経
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費 の 適 切 な 負 担 金 及 び 繰 入 額 に つ
い て 、 岐 阜 市 上 下 水 道 事 業 部 が 、
岐 阜 市 一 般 会 計 と 継 続 し て 協 議 す
る こ と が 望 ま れ る 。  
【 上 下 水 道 事 業 政 策 課 】  

 
な お 、 本 報 告 書 に 記 述 し て い る 「 指 摘 」 及 び 「 意 見 」 は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

  「 指 摘 」 と は 、 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 に お い て ① 法 令 ・ 条 例 ・ 規 則 等 に 抵 触 す
る も の 、 ② 有 効 性 ・ 効 率 性 ・ 経 済 性 の 観 点 か ら 著 し く 問 題 が あ る も の で 改 善 を 求 め
る も の で あ る 。  

  「 意 見 」 と は 、 ① 「 指 摘 」 に は 該 当 し な い が 、 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 の 観 点 か ら
意 見 を 述 べ る も の 、 ② そ の 他 改 善 が 望 ま し い も の を い う 。  


